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★本日のメニュー★

１．監督業務について
・監督業務を担うにあたり、特に重要な用語の定義について理解する。
・福島県土木部工事監督執務要綱やその運用を用いて
監督業務について理解する。

２．工事実施のための事務手続きについて
・各段階における事務の流れと、留意点について理解する。

３．土木部で所管しているシステム等について
・土木部のシステム概要について、各事務手続きと関連しながら理解する。

４．その他
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４．その他
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用語の定義について

共通仕様書
土木工事編Ⅰ
１－１－２ 用語の定義（P.4～）

４．その他

用語の定義について
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〇監督員
監督員とは、約款第９条に規定する監督員であり、福島

県土木部工事監督員執務要綱に基づく職務を行う者をいう。

〇約款
約款とは、「福島県工事請負契約約款」のこと。なお、

約款には「契約書を含む」とされている（約款第１条）。

〇契約図書
契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。



４．その他

用語の定義について
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〇設計図書
設計図書とは、特記仕様書、図面、共通仕様書、現場説

明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

〇共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、

数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必
要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらか
じめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。

〇特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関

する明細又は工事固有の技術的要求を定める図書をいう。

４．その他

用語の定義について
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〇図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者

から変更又は追加された設計図等をいう。なお、設計図書
に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出
し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。

〇優先事項（P.3）
設計図書に添付されている図面及び特記仕様書に記載さ

れた事項は、この共通仕様書に優先する。



４．その他
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福島県土木部工事監督員執務要綱について

保存先：desknet’sNEO/文書管理
土木部/企画技術総室/技術管理課
/20_工事監督・検査指針

４．その他

福島県土木部工事監督員執務要綱について
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（目 的）
第１条 この要綱は、福島県が執行する
土木建築にかかる請負工事（以下
「工事」という。）について、
監督業務の適切な実施を図るために、
監督員の執務に関して必要な事項を
定めるものである。



４．その他

監督にかかる業務分掌標準一覧表について
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４．その他

監督にかかる業務分掌標準一覧表について
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４．その他

要望から工事実施までの流れ図
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４．その他

工事打合せ時の留意事項
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４．その他

施工計画書の留意事項
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４．その他

段階確認について
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４．その他

重点監督について
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４．その他

段階確認の留意事項について
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４．その他

工事打合せ簿について
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○指示、協議、通知、承諾、提出、届出に
ついては、共通仕様書で書面により行う
ことと規定しており、共通様式として
「工事打合せ簿」を使用する。

○施工計画書の提出や材料の承諾書の添書
としても「工事打合せ簿」を使用する。

※施工計画書は変更分を随時追加更新して、
常に現場状況と合致したものとする。

４．その他
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工事打合せ簿について

令和○年○月○日変更



４．その他
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確認書について

○指定材料の確認・立会、
段階確認等の
施工状況の確認・
立会、施工状況の
把握を記録する場合は、
共通様式として
｢確認書｣を使用する。

下層路盤工
厚さﾞ確認

No.0～No.15

******* ○○○○○○○○

**********
**********

○○市○○○町○○○地内

○○○○○

確認済（合格）

No.0～No.15間、厚さ確認（記載例）

令和 年 月 日

指示事項等処置完了確認 令和 年 月 日 監督員 印

令和 年 月 日

４．その他

ワンデーレスポンスの取り組み
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工事内容の変更通知（内変）

○対象：予定価格が５億円未満の工事
→東日本大震災に係る災害復旧事業･復興事業では
当初設計価格に対して30%未満の変更が対象

→上記以外の事業では
当初設計価格に対して20%未満の変更が対象

○「工事内容変更通知書」により受注者に通知（概算金額、数量）

（「伺い」所属内決裁→受注者へ交付→承諾印をもらう）
→その都度の変更契約は不要
→工期末等の適正な時期に変更契約等の一括処理が可能

※変更設計の累計額が当初設計価格の30％以上（通常事業は
20%以上）となる場合はその都度変更契約が必要となる。
※契約額5億円以上の工事は対象外

※工期の延長は不可
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20

「事業執行管理システム」を使って登録する。
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２．工事実施のための事務手続きについて

①要望段階

～事業決定

②計画段階

調査測量～設計

③設計書作成段階

工事積算～入札

④施工監理段階

契約～竣工

上位計画、整備計
画等
地域ニーズ、陳情
市町村要望 測量

調査
設計

積算

起 工

箇所付

事業資料作成

入札

工事契約

協議等

用地補償

竣工検査

施工監理
・工程管理
・安全管理
・出来型管理
・品質管理

事業説
明会

用地
交渉

設計書作成

概算要望、
二次要望、
県単要望

事業決定

関係機関
協議

内容変更伺

変更契約箇所付変更

竣工書類提出
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（１）設計書の作成～入札における留意点

箇所付
工事実施計画書

設計書作成、
積算

起工

入札

入札制度
について

県庁の各事業主務課が、出先事務所に
予算を配分すること。
事業箇所、費目別に箇所付けする。

○各箇所ごとの事業費管理
○箇所付の変更は事業主務課に依頼

○変更は原則月１回（主務課によるた
め確認要）

概 要 留意点

設計図書（別冊の図面、仕様書、現場
説明書及び現場説明に対する質問回答
書をいう）を作成する。

一般的に予定価格の基となる、積算書
を設計書と言っている。

作成した設計書を、箇所付けの事業費
の範囲内で入札を執行するための発議を
行う。

○設計書の綴込み順番、内容

○積算は土木設計積算システム（エス
ティマ）で行う。
○ＣＡＤソフトはＢＶ ＣＡＤ

○事業主務課からの箇所付がないと
起工できない。
○３億円以上の工事は本庁起工
特に５億円以上は議会案件

○４００万円以上の工事は条件付き一
般競争入札
○三千万円以上は総合評価方式
○復旧復興事業は復興型
○起工から契約まで
条件付一般35～40日、総合評価40～50日

福島県の工事入札は、４００万円以上は
条件付一般競争入札を実施、「福島県工
事等請負有資格者名簿」に登録され、工
事ごとに設定した入札参加資格条件を満
たしていれば、誰でも入札に参加できる。
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工事打ち
合わせ、
施工監理

工事内容
の変更

変更契約

竣工検査

監督員は、請負者に対し、工事契約後速やか
に当該工事の、目的、内容を正確に説明し、工
事が所期の目的に従って施工されるために必要
な指示等を行う。

また、施工条件が変わった場合、協議し適正な
指示を行う。

概 要 留意点

（２）契約～工事竣工までの留意点

工事の内容に変更が生じるたびに、新た
に変更契約を結ぶことなく、

｢変更通知書｣の発出と受注者の承諾
によって変更を決定する事務手続き
→工期末までに一括して変更契約

当初契約の現場条件に差異が生じた場
合に変更契約を行う。

箇所付けの予算を超える場合や、費目
間での予算異動が必要な場合は、箇所
付け変更する。

○契約の適正な履行を確保するた
めの業務

○協議等に対してはワンデーレス
ポンスを心がける

○当初契約条件に差異が生じた
場合の変更契約の手続きを簡略
化したもの
○「軽微な変更」の場合のみ
○工期延長は不可：変更契約要

○受発注者で協議を十分行う。

○箇所付予算と実施に差異が生じた
場合は事業主務課に箇所付け変更依
頼する。→変更起工できなくなる。

工事請負契約した契約書及び設計図書
が適正に履行されているかを検査するも
の。検査員は出納局長が指名し基本的に
出納局の検査員が検査する。

○出納局に検査請求する
（毎月１回）
○工事成績評定を作成
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①要望段階

～事業決定

②計画段階

調査測量～設計

③設計書作成段階

工事積算～入札

④施工監理段階

契約～竣工

上位計画、整備計
画等
地域ニーズ、陳情
市町村要望 測量

調査
設計

○積算

◎起 工

◎箇所付

事業資料作成

◎入札

◎工事契約

協議等

用地補償

◎竣工検査

施工監理
・工程管理
・安全管理
・出来型管理
・品質管理

事業説
明会

用地
交渉

設計書作成

概算要望、
二次要望、
県単要望

事業決定

関係機関
協議

◎内容変更伺

◎変更契約◎箇所付変更

竣工書類提出

（工事積算～入札・契約～竣工まで）

システム等一覧

◎事業執行管理システム

事業費の箇所付けから起工、入札、
契約、竣工検査までの情報を一元管理
している。

○設計積算システム（エスティマ）

設計書に係る積算資料の作成に使
用する。
設計歩掛、単価等が登録されている。

◇電子納品管理システム

電子納品された竣工図書を登録する
システム

□CADソフト
ＢV ＣＡＤ Ｖｅｒ．１９

◇電子納
品管理シス
テム登録

□図面作成
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工事検査課HPより
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４．その他
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４．その他
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４．その他
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４．その他
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４．その他
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４．その他
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４．その他
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不適合工事（R2） A工事

出来形管理

４．その他
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不適合工事（R元） B,N工事

品質管理（アスファルト舗装）

同じようなミスを防ぐために・・・
→当該工事は、A=○,○○○m2なので
N=●孔試験する旨を「施工計画書」
（施工管理計画）に記載させること。



４．その他

品質管理（コンクリート） 不適合工事（R元） F、G、H工事
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４．その他
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品質管理（道路土工）



４．その他

技術管理課が所管する設計積算関係基準・通知・資料等をまとめてあります。
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４．その他
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１．土木工事基準管理関係質疑応答集
(1)積算基準編 (2)共通仕様書編 (3)単価編 (4)金抜き等、その他編

２．委託基準管理関係質疑応答集
(1)積算基準編 (2)共通仕様書等、その他編

保存フォルダ：デスクネッツネオ
土木部/企画技術総室/技術管理課
/45_質疑応答集



４．その他
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入札事務誤作業（積算ミス）の事例をまとめてあります。

保存フォルダ：デスクネッツネオ
土木部DB/企画技術総室/

技術管理課/22_入札事務誤作業

４．その他
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○不適合工事一覧表
○工事検査Q＆A
○工事検査における工種毎等のポイント
○工事検査関係要綱・要領（工事成績採点の考査項目別運用表 等）



４．その他

設計書の綴り順
（各事務所の運用を確認して下さい。）
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土木設計マニュアル
（設計積算編）第1章-2
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保存フォルダ：デスクネッツネオ
土木部/企画技術総室/技術管
理課/45_質疑応答集


